
令和６年度「おおいた働き方改革」推進事業委託業務 

仕様書 

 

１ 委託業名 

令和６年度「おおいた働き方改革」推進事業委託業務 

 

２ 目   的 

本県の実情を踏まえた上で、人事労務管理、経営戦略、人材戦略等について、働き方

改革及びＤＸの推進に取り組む県内企業を支援することで、県内全域での働き方改革の

推進を図ることを目的とする。 

 

３ 業務概要 

（１）働き方改革セミナー・ＤＸ推進セミナー及び個別相談の開催 

（２）広報 

（３）管理調整業務 

（４）効果測定及び実績報告書の作成 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和６年１２月２７日まで 

   

５ 委託業務内容 

（１）働き方改革セミナー・ＤＸ推進セミナー及び個別相談の開催 

大分県働き方改革アドバイザー（令和３年度に県で養成した社会保険労務士等）等

を活用し、県内企業を対象に、人材確保や経営戦略としての働き方改革の必要性や手

法などを理解してもらい、その一端としてＤＸ推進について助言するセミナーを開催

する。 

また、セミナー終了後に各企業が個別に相談できる時間を設ける。 

なお、二つのセミナーは同日開催とし、第１部に働き方改革に関するセミナー、第

２部にＤＸ推進に関するセミナーとする。 

ア 参加対象、開催回数及び開催時間 

参加対象及び開催回数は下記のとおりとする。 

（ア）参加対象 

県内の企業経営者及び人事労務担当者を主な対象とする。 

（イ）開催回数等  

①開催回数 

６回 

②開催場所については、下記の地区を参考とする。 

Ⅰ 大分市・別府市・杵築市・由布市・国東市・日出町地区（２回） 

Ⅱ 佐伯市・臼杵市・津久見市地区（１回） 

Ⅲ 日田市・九重町・玖珠町地区（１回） 



Ⅳ 中津市・豊後高田市・宇佐市・姫島村地区（１回） 

Ⅴ 竹田市・豊後大野市地区（１回） 

なお、オンライン参加もできるようにするなど、参加者の利便性等に配慮す

ること。 

  （ウ）開催時間 

働き方改革セミナー１時間程度、ＤＸセミナー１時間程度とし、個別相談と合

わせて２時間から３時間程度で実施する。 

イ 開催日程等 

下記「オ セミナー内容」及び「カ 個別相談内容」を満たす内容を実施するた

めに必要なカリキュラムや時間を設定し、実施する。 

また、開催日時は平日で効果的な時間帯を設定することとし、日程及び開催場所

は県と協議のうえ決定すること。 

ウ 参加者の募集 

（ア）受託者は、参加者の募集に係る広報や募集受付を行う。 

（イ）参加企業社数については、本事業に参加する企業数は１４０社以上とする。 

なお、大分市等の地区は１回につき３０社以上、その他の地区は１回につき 

２０社以上を想定している。 

エ 参加料 

セミナー及び個別相談参加料は無料とする。 

オ セミナー内容 

 内容は、下記の内容を満たすものとし、県と相談のうえ決定する。 

（ア）働き方改革の意義や、働き方改革が必要とされている社会的背景等の理解 

（イ）働き方を見直す具体的な方法や取組等の理解 

（ウ）働き方改革に関連した国、県の取組や助成金等についての情報提供 

（エ）ＤＸの概要（働き方改革との関連） 

（オ）大分県中小企業等デジタルスキル向上支援事業の説明（ＤＸ推進課事業） 

（カ）ＤＸ導入のプロセス（事例の紹介、ＩＴツール及びシステム等を使用したデモ

ンストレーションなど） 

カ 個別相談内容 

個別相談は、企業ごとに相談しやすいスペースを準備し、１企業につき１名以上

のアドバイザーで対応すること。 

相談内容については、相談企業の課題や状況を理解し、アドバイザーの知見に基

づき、当該企業に適した働き方を見直す具体的な方法や働き方改革導入計画の作成

や働き方改革の定着などについてノウハウを提供すること。 

キ セミナー講師及び個別相談アドバイザーの選定 

（ア）県が養成した働き方改革アドバイザーを活用すること。働き方改革アドバイザ

ー以外の者を選定する場合は県と協議のうえ決定すること。 

（イ）働き方改革に対して、深い知見を有していること。 

（ウ） 過去に働き方改革に関する研修の講師経験が多数あり、評価が良好であること。 

（エ）実際に企業内の働き方の見直しを実施し、ＩＣＴの活用よる総労働時間の削減



や従業員のモチベーション向上等に高い効果を発揮した経験があること。 

（オ）５（１）オ（エ）、（オ）及び（カ）のセミナー講師は、県ＤＸ推進課で対応す

るので、本委託事業では設定はしない。 

ク その他 

（ア）開催にあたっては、地区の商工会議所及び商工会等との連携を図り、周知及び

会場設定を行うこと。 

（イ）働き方改革のセミナー講師、個別相談アドバイザーの手配は、受託者が行うこ

と。併せて、当日全てのセミナー及び個別相談に係る会場及び必要な機材等の手

配は、受託者が行い、セミナー開催に係る経費については本事業の対象とする。 

 なお、５（１）オ（エ）、（オ）及び（カ）については、県ＤＸ推進課が主管す

ることから、この部分に係る業務は行わない。 

（ウ）セミナー及び個別相談で使用するテキスト・資料等は、受託者が作成し、印刷

のうえ、受講者に配布すること。また、県には、講座開催前に電子媒体を提出す

ること。 

（エ）本事業を円滑に実施するため、セミナーの開催について県ＤＸ推進課の委託先 

業者と調整し実施すること。 

 なお、県ＤＸ推進課の委託事業者は、本事業契約後通知する。 

 

（２）広報 

   本事業における開催告知や募集案内等の広報にあたっては、チラシ等を作成するほ

か、受託者の工夫や広報媒体を利用し、効果的に実施すること。なお、実施にあたっ

ては、県と十分に協議すること。 

 

（３）管理調整業務 

本業務の目的を達成するため、提案内容に応じた必要経費、スタッフ等を確保し、

円滑に事業を運営すること。 

なお、業務の遂行に際しては、委託業務の責任者を選任し、県と連絡調整を綿密に

行うとともに、事業の進捗を管理し、取組状況等県の求めに応じて報告する。 

 

（４）効果測定及び実績報告書の作成 

ア 効果測定のため、セミナー・個別相談会参加者に対し、アンケート調査を実施す

ること。 

  なお、５（１）オ（エ）、（オ）及び（カ）のセミナーのアンケート調査表は大分

県ＤＸ推進課が作成するものを使用すること。 

イ アンケート調査実施については、予め周知し、協力について承諾を得ておくもの

とする。 

ウ 実施内容、会場写真、アンケート調査の集計・分析結果等をまとめた実績報告書

を作成し、県に提出すること。 

  なお、５（１）オ（エ）、（オ）及び（カ）のセミナー分のアンケート調査の集計・

分析結果等は除くものとする。 



（５）その他 

   上記の業務を行ったうえで、さらに、大分県働き方改革アドバイザーの活用につい

て、高い効果が見込める工夫や方法があれば提案すること。 

 

６ その他業務実施上の条件 

（１）関係法令の順守  

受託者は関係法令を遵守すること。 

 

（２）守秘義務  

受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己

の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

（３）業務の再委託 

受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により県の承認

を得たときはこの限りでない。なお、「主たる部分」とは、業務における総合的企画、

業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに

位置づけられる業務をいうものとする。 

 

（４）経費負担 

本仕様に伴う一切の経費は、受託者の負担とする。 

 

（５）契約締結後、速やかに契約期間中の本業務のスケジュールについて作成し、提出す

ること。 

 

（６）内容に変更が生じる場合は、その都度、予め県に協議すること。 

 

（７）不測の事態により、定められた期日までに業務委託を完了することが困難になった

場合には、直ちにその旨を県に連絡し、その指示に従うこと。 

 

（８）成果物に係る権利は、全て本県に帰属するものとする。 

 

（９）契約に当たっては、企画提案等の内容について、県と委託候補者との協議により、

必要に応じて修正できるものとする。 

 

（10）本業務の遂行中に第三者に与えた損害等については、県の責めに帰すべき場合を除

き、責任を負う。 

 

（11）契約締結後、この仕様書に記載されていない事項が発生した場合、及びこの仕様書

に疑義を生じた場合には、県と委託候補者は協議し、変更内容等について決定する。 


